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※お問い合わせの「Ｇ」は「グループ」を表します。

（
財
務
課
）

　

11
月
10
日
㈰
に
開
催
さ
れ
る
第
８

回
五
霞
ふ
れ
あ
い
祭
り
で
、
会
場
を

つ
く
る
・
き
れ
い
に
す
る
・
案
内
す

る
・
取
材
す
る
な
ど
お
手
伝
い
を
し

て
く
れ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し

て
い
ま
す
。

　

活
動
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
電
話

又
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
連
絡
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

五
霞
ふ
れ
あ
い
祭
り
運
営
委
員
会

　

事
務
局
（
役
場
財
務
課
内
）

　

☎
（84）
１
１
１
１
（
内
線
２
２
１
）

　
Ｅ
メ
ー
ル:kikaku@

tow
n.goka.

　

lg.jp

（
健
康
福
祉
課
）

　

無
理
の
な
い
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
で
、

体
力
ア
ッ
プ
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン

ド
ロ
ー
ム
を
予
防
・
解
消
し
ま
し
ょ

う
。

○
日
時　
10
月
25
日
㈮

　

午
前
９
時
～
午
後
２
時

○
場
所

　

下
妻
市　

砂
沼
運
動
公
園
遊
歩
道

　

茨
城
県
指
定
ヘ
ル
ス
ロ
ー
ド

 

（
６
～
７
㎞
程
度
）

○
対
象
者

　

町
内
在
住
の
40
歳
以
上
の
方

○
定
員　
20
名
（
先
着
順
）

○
お
申
し
込
み
期
限

　

10
月
15
日
㈫
ま
で

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ　

　

保
健
セ
ン
タ
ー
☎

（84）
１
９
１
０

（
総
務
課
）

　

広
報
ご
か
で
は
、
毎
月
「
我
が
家

の
主
役
」
と
題
し
、
３
歳
ぐ
ら
い
ま

で
の
お
子
さ
ま
を
掲
載
し
て
い
ま

す
。
こ
の
コ
ー
ナ
ー
に
あ
な
た
の
お

子
さ
ま
を
掲
載
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

ご
希
望
の
方
は
、
総
務
課
ま
た
は

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
応
募

用
紙
に
写
真
を
添
え
て
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
掲
載
は
受
付
順
と
な
っ
て

お
り
、
一
度
掲
載
さ
れ
た
方
は
見
送

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

総
務
課　

企
画
政
策
Ｇ

　

☎
（84）
１
１
１
１
（
内
線
２
１
３
）

　

法
務
省
と
全
国
人
権
擁
護
委
員
連

合
会
は
、
「
い
じ
め
」
や
児
童
虐
待

な
ど
子
ど
も
を
め
ぐ
る
様
々
な
人
権

　

登
記
、
供
託
、
戸
籍
・
国
籍
、
人

権
擁
護
な
ど
法
務
局
の
取
り
扱
う
業

務
全
般
に
つ
い
て
、
法
務
局
職
員
、

司
法
書
士
、
土
地
家
屋
調
査
士
及
び

人
権
擁
護
委
員
が
相
談
に
応
じ
ま

す
。

○
日
時　
10
月
6
日
㈰

　

午
前
10
時
～
午
後
4
時

※
受
付
は
午
後
3
時
ま
で

○
場
所

　

下
妻
会
場

　

デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
に
使
用
す
る
軽
油

に
は
、
１
リ
ッ
ト
ル
あ
た
り
32
・
１

円
の
軽
油
引
取
税
が
課
税
さ
れ
て
お

り
、
皆
さ
ん
の
生
活
の
向
上
の
た
め

に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
軽
油
に
灯
油
や
重
油

等
を
混
ぜ
て
「
不
正
軽
油
」
を
製
造

し
て
い
る
人
、
そ
れ
を
販
売
・
購
入

し
て
い
る
人
、
ま
た
は
軽
油
の
代
わ

り
に
灯
油
や
重
油
等
を
そ
の
ま
ま
車

の
燃
料
と
し
て
使
用
し
て
い
る
人
が

い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
不
正
軽
油
の
行
為
は

犯
罪
で
あ
り
、
脱
税
と
な
り
ま
す
。

不
正
軽
油
の
使
用
者
を
見
か
け
ま
し

た
ら
、
ご
一
報
く
だ
さ
い
。

不
正
軽
油
の
製
造

　

10
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
１
，

問
題
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
全
国
一
斉
「
子
ど
も

の
人
権
１
１
０
番
」
強
化
週
間
を
実

施
し
、
悩
み
を
持
っ
た
お
子
様
や
保

護
者
の
方
か
ら
の
相
談
に
応
じ
ま

す
。

　

秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
安
心

し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
期
間

　

9
月
30
日
㈪
～
10
月
4
日
㈮

○
時
間

　

午
前
8
時
30
分
～
午
後
7
時

○
電
話
番
号

　

０
１
２
０
（
０
０
７
）
１
１
０

（
全
国
共
通
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

○
実
施
機
関

　

水
戸
地
方
法
務
局
・
茨
城
県
人
権

　

擁
護
委
員
連
合
会

○
相
談
員

　

法
務
局
職
員
・
人
権
擁
護
委
員

　

水
戸
地
方
法
務
局
下
妻
支
局

　

下
妻
市
下
妻
乙
１
３
０
０-

１

○
相
談
内
容　

　

土
地
の
境
界
争
い
、
相
続
・
贈

与
・
売
買
な
ど
の
登
記
手
続
、
抵
当

権
の
抹
消
手
続
、
地
代
家
賃
の
供
託

手
続
、
戸
籍
の
届
出
方
法
、
成
年
後

見
制
度
、
夫
婦
・
親
子
な
ど
家
庭
内

の
問
題
、
近
隣
と
の
ト
ラ
ブ
ル
、
セ

ク
ハ
ラ
、
子
ど
も
の
い
じ
め
、
Ｄ
Ｖ

問
題
な
ど

○
料
金　
無
料

○
お
問
い
合
わ
せ

　

水
戸
地
方
法
務
局
下
妻
支
局

　

☎
０
２
９
６

（43）
３
９
３
５

０
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
（
併
科
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　

茨
城
県
筑
西
県
税
事
務
所

　

課
税
第
一
課　

軽
油
引
取
税
担
当

　

☎
０
２
９
６

（24）
９
１
９
２

　

火
災
発
生
時
の
逃
げ
遅
れ
を
防
止

す
る
た
め
、
す
べ
て
の
住
宅
に
火
災

警
報
器
を
設
置
す
る
こ
と
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

お
近
く
の
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
や
電

気
店
で
購
入
で
き
ま
す
の
で
、
住
宅

の
寝
室
、
階
段
に
火
災
警
報
器
を
取

り
付
け
、
ま
さ
か
の
火
事
に
備
え
ま

し
ょ
う
。

　

悪
質
な
訪
問
販
売
等
に
は
十
分
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

消
防
署
で
は
、
煙
式
で
「
Ｎ
Ｓ
」

マ
ー
ク
の
あ
る
商
品
を
推
奨
し
て
い

ま
す
。

　

詳
し
く
は
最
寄
り
の
消
防
署
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

茨
城
西
南
地
方
広
域
市
町
村
圏

　

事
務
組
合　

消
防
本
部
予
防
課　

　

☎
（47）
０
１
２
９

　

古
河
消
防
署　

☎
（47）
０
１
２
０

五
霞
ふ
れ
あ
い
祭
り

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
大
募
集
中
!!

「
わ
く
わ
く
元
気
づ
く
り
」

ウ
オ
ー
ク
大
会
参
加
者
募
集

我
が
家
の
主
役
募
集

全
国
一
斉
「
子
ど
も
の

人
権
１
１
０
番
」

強
化
週
間
の
お
知
ら
せ

全
国
一
斉
！
法
務
局
休
日

相
談
所
開
設
の
お
知
ら
せ

ダ
メ
！
不
正
軽
油

ご
家
庭
に
つ
け
て
い
ま
す
か
？

火
災
警
報
器


